
令和4年10月1日改定

特別養護老人ホーム利倉清豊苑　利用料金表

施設体制加算

対象の場合算定される加算

※ 朝食代 300円　昼食代 650円　夕食代 650円
※ 介護保険負担限度額認定証をお持ちの場合、利用料が減額されます

【実費について】
□ レクリエーション・娯楽費は材料費などの実費が必要となる場合があります。
□ 電化製品を持ち込まれた場合、1品目あたり10円/日の電気代を頂きます。
□ 排泄用品（パッド・オムツ・リハビリパンツ）の費用は、原則として介護保険給付費に含まれます。
□ 栄養補助食品代（高カロリーゼリーなど）が必要な場合、実費が発生することがあります。
□ 歯科の往診を受けることができます。その場合は別途医療費が発生します。

第４段階
部屋代 3,000円
食事代 1,600円

第３段階②
1,310円
1,360円

療養食加算

部屋代・食事代

月の総単位数 × 8.3%　(単位）

月の総単位数（処遇改善加算、特定処遇改善加算を除く）×1.6％（単位）

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

介護職員等ベースアップ等支援加算

施設利用料

第3段階①
1,310円
650円

介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) 月の総単位数（処遇改善加算を除く） × 2.7%　(単位）

第１段階
820円
300円

第２段階
820円
390円

※看取り対応の際は、看取り介護加算を算定させていただきます。
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単位/日

単位/日

単位/食

施設での生活に慣れるために様々な支援が必要なため、入所30日間算定

病院への入院や自宅などでの外泊をされた場合、月に最大6日分を限度に算定

医師の指示の下、病状に合わせた食事提供を行うことで算定

※ADL維持等加算はⅠかⅡのどちらかの算定になります。
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60単位/月

20単位/月

入所者全員のADL値を測定し、6か月後測定したADL値が上がることで算定

単位/日

単位/日

単位/日

単位/日

単位/日

入所者ごとのADL値、心身状況等基本的な情報を厚生労働省に提出することで算定

初期加算

外泊時費用

看護体制加算(Ⅱ)イ

夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ

個別機能訓練加算（Ⅰ）

栄養マネジメント強化加算

日常生活継続支援加算Ⅱ

科学的介護推進体制加算Ⅰ

ADL維持等加算（Ⅱ）

個別機能訓練加算（Ⅱ）

ADL維持等加算（Ⅰ）

介護保険料

1日あたり

要介護３

要介護４

要介護５

基本単位数

2,539円

1,842円 2,764円

1,986円 2,979円

看護体制加算(Ⅰ)イ 1名以上の常勤看護師を配置することで算定単位/日

自己負担額目安
（1割負担）

自己負担額目安
（2割負担）

自己負担額目安
（3割負担）

874単位

942単位

個別機能訓練計画の内容等を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用し訓練の実施に当たることで算定

入所者全員のADL値を測定し、6か月後測定したADL値が上がることで算定30単位/月

803単位

23
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846円

40単位/月

1,693円

上記の加算より、看護師をさらに手厚く配置することで算定

夜間帯の職員配置人数を手厚くすることで算定

個別機能訓練計画書に基づいて、機能訓練を実施することで算定

入所者ごとの継続的な栄養管理を強化することで算定

より介護の必要性が高い方を積極的に入所させることで算定

921円

993円



【介護保険負担限度額 利用者負担段階区分】

※ 第1・2・3段階の要件は、配偶者も市町村民税非課税であり、預貯金などが単身1,000万円、夫婦で2,000万円以下であること

1カ月30日間で計算

（単位） （円）
1カ月30日間で計算

（単位） （円）
1カ月30日間で計算

（単位） （円）

¥113,459

第2段階 26,220

900 ¥31,114 ¥39,300

¥35,5099004,530

4,530 900 ¥35,509 ¥24,600

4,530 900 ¥33,359 ¥24,600

900

¥39,300 ¥40,800

第3段階① 26,220 4,530 900 ¥33,359 ¥39,300 ¥19,500

¥238,077

合計

¥171,359

¥204,718

¥40,800 ¥111,214

※別途処遇改善加
算・特定処遇改善加
算・介護職員等ベース
アップ等支援加算がつ
きます。

¥69,659

¥92,159

4,530 ¥93,342

第3段階② 26,220 4,530 900 ¥33,359

¥244,528

¥209,019

3割負担 28,260 4,530 900 ¥106,528 ¥90,000 ¥48,000

2割負担 28,260 4,530 900 ¥71,019 ¥90,000 ¥48,000

※別途処遇改善加
算・特定処遇改善加
算・介護職員等ベース
アップ等支援加算がつ
きます。

¥173,509

第3段階① 28,260 4,530 900 ¥35,509 ¥39,300

第4段階 28,260 4,530 900 ¥35,509 ¥90,000 ¥48,000

¥39,300 ¥40,800 ¥115,609

¥94,309

¥9,000

要介護５ 基本単位数 加算 初期加算 介護保険料 居住費 食費

¥19,500

28,260第3段階②

¥69,109

¥71,809第2段階 28,260 4,530 900 ¥35,509 ¥24,600 ¥11,700

第1段階 28,260

3割負担 26,220 4,530 900 ¥100,077 ¥90,000 ¥48,000

※別途処遇改善加
算・特定処遇改善加
算・介護職員等ベース
アップ等支援加算がつ
きます。

2割負担 26,220 4,530 900 ¥66,718 ¥90,000 ¥48,000

第4段階 26,220 4,530 900 ¥33,359 ¥90,000 ¥48,000

¥11,700

3割負担 24,090

合計

第1段階 26,220 4,530 900 ¥33,359 ¥24,600 ¥9,000 ¥66,959

要介護４ 基本単位数 加算 初期加算 介護保険料 居住費 食費

¥231,342900 ¥90,000

¥169,114

¥24,600 ¥67,414

¥24,600

¥48,000

¥90,000 ¥200,228

¥89,914¥19,500

¥48,000

¥48,000

¥90,000

¥39,300

初期加算

900

900

900

¥64,714

食費

¥9,000

¥11,700

居住費

第3段階①

第4段階

2割負担

24,090

24,090 4,530 ¥62,228

第1段階

第2段階

4,530 ¥31,114

24,090 4,530 ¥31,114

900

24,090 4,530 ¥31,114

第3段階②

24,090 4,530 ¥31,114

24,090 4,530

要介護３ 合計

世帯全員が市町村民税非課税で合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下の方

世帯全員が市町村民税非課税で利用者負担段階第2段階以外の人

市民税課税世帯もしくは配偶者が住民税課税者の人、一定以上の預貯金などの資産がある人

介護度別料金表

第1段階

第2段階

第3段階

第4段階

世帯全員が市町村民税非課税で老年福祉年金を受給しているか、生活保護を受給している方

加算基本単位数 介護保険料


